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第３回大和高座（大和・海老名・座間・綾瀬）広域連携懇談会 

を開催し、連携事業案を決定しました 

 

 

このことについて、別紙のとおり情報提供します。 

 

 

問い合わせ先 

【広域連携懇談会について】 

  総合政策部 総合政策課 企画調整係 

   ＴＥＬ０４６（２５２）８２８７ ＦＡＸ０４６（２５５）３５５０ 

 

【消防通信指令事務の共同運用について】 

  消防署 消防総務課 消防総務係 

   ＴＥＬ０４６（２５６）２２１２ ＦＡＸ０４６（２５６）２２１５ 

令和５年１２月２日 
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第３回大和高座（大和・海老名・座間・綾瀬）広域連携懇談会

を開催し、 

連携事業案を決定しました 
 

 

大和市（市長・古谷田 力）、海老名市（市長・内野 優）、座間市（市長・佐藤 弥斗）、 

綾瀬市（市長・古塩 政由）の４市は、２日、広域連携について首長同士が話し合う第３回

大和高座（大和・海老名・座間・綾瀬）広域連携懇談会を大和市役所で開催しました。 

同懇談会は、本格的な人口減少社会の到来や、大規模な自然災害の発生が懸念される中、

広域連携によって、各市に共通する課題をより良い形で解決できないか、その可能性を探る

ことを目的に、大和市の古谷田力市長が呼びかけ、今年７月２０日に初めて開催したもの

で、今回はその第３回となります。 

今回の懇談会では、「消防通信指令事務の共同運用」を連携事業案とすることが決定しま

した。これは、現在大和市単独と３市（海老名市・座間市・綾瀬市）でそれぞれ運用してい

る消防通信指令事務について、大和市を含めた４市間での共同運用を目指し、整備費や維持

経費などの削減や災害情報の一元化による応援体制の充実を図るものです。今後は、各市の

職員などで構成する地方自治法に基づく事務協議会や幹事会等の設立など、その運用の実

現に向けた詳細な調整を進めていきます。 

 

※詳しくは別紙をごらんください。 

 

 

 

 
■問合せ先■ 

【広域連携懇談会について】 

 大和市役所総合政策課      稲垣（課長）  TEL：０４６－２６０－５３０１ 

 海老名市役所企画財政課     井上（課長）  TEL：０４６－２３５－４６３４ 

 座間市役所総合政策課      中村（課長）  TEL：０４６－２５２－８２８７ 

 綾瀬市役所企画課        川島（課長）  TEL：０４６７－７０－５６３５ 

【消防通信指令事務の共同運用について】 

大和市消防総務課        岸田（課長）  TEL：０４６－２６０－５７７５ 

海老名市消防総務課       小林（課長）  TEL：０４６－２３１－５１５３ 

座間市消防署          三本（消防署長）TEL：０４６－２５６－２２１１ 

綾瀬市消防総務課        保田（課長）  TEL：０４６７－７６－２１１２ 

綾瀬市消防総務課 ☎０４６７－７６－２１１２へ 

大和市消防総務課 ☎０４６－２６０－５７７５へ 
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消防通信指令事務の共同運用を連携事業案として決定      
                              
現在大和市単独と三市（海老名市・座間市・綾瀬市）で運用している消防通信指令

事務について、大和市を含めた四市間で令和 8 年度中からの共同運用開始を目指し、

整備費・維持経費等の削減や災害情報の一元化による応援体制の充実を図るものです。

今回、連携事業案とすることが合意されましたので、今後、共同運用実現に向けて必

要な手続・調整等を行っていくこととなります。 

１）背景 

大和高座（大和・海老名・座間・綾瀬）広域連携懇談会において、連携の候補のひ

とつとして消防通信指令事務の共同運用が取り上げられ、実施の可能性も含めた協議

を開始することとなりました。これを受け、各市消防が集まり検討会議（研究会）を

開催してきました。 

２）検討会（研究会）内容 

令和 5年 10月 18日以降、5回の会議を経て、共同運用実施に向けた議論が交わ

されました。その結果、大和市が加入することで各市（海老名・座間・綾瀬）と大和

市に次のようなメリットがあると共通の認識が確認されました。 

① 長期的に各市の経費が削減（財政的負担減） 

② 災害情報の一元化による応援体制の充実（運用面強化） 

③ 消防通信指令事務職員の減員（人材活用の効率化） 

３）今後の予定 

・共同運用研究会、検討委員会、システム等設計委員会などを開催し、課題の研究及び連携

実施に向けた詳細な調整を進めます。 

・各市において、地方自治法に基づく協議会の設立については、令和６年中の議会に議案上

程を予定しており、その後、運用開始に向けた必要な事項の協議、決定等を行います。 

・なお、システム導入に関する主な取り組みは以下のとおりです。 

年度 取り組み内容等 

Ｒ６年度 実施設計（システム、仮眠室改修等） 

Ｒ７年度 システム構築施工、施設修繕（建物） 

Ｒ８年度 
施工管理、旧システムの撤去、 

システム運用開始           等 

・高機能消防指令システムの運用開始は、令和 8年 10月を目指しています。 

４）その他 

・三市消防指令センター所在地：海老名市柏ヶ谷１０４７番地３ 

 

【問い合わせ】 

海老名市消防総務課☎０４６－２３１－５１５３へ 

座間市消防署   ☎０４６－２５６－２２１１へ 

綾瀬市消防総務課 ☎０４６７－７６－２１１２へ 

大和市消防総務課 ☎０４６－２６０－５７７５へ 


